
 

 

 

 

 

皆さん、ご存じの方が多いと思いますが、改めてお知らせ致します。 

新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで新型インフルエンザ等感染症 

（いわゆる２類相当）としていましたが、５月８日より「５類感染症」になりました。 

 

≪変更ポイント≫ 

• 政府として一律に日常における基本的感染対策を求めることはない。 

• 感染症法に基づく、新型コロナ陽性者及び濃厚接触者の外出自粛は求められなくなる。 

• 限られた医療機関でのみ受診可能であったのが、幅広い医療機関において受診可能になる。 

• 医療費等について、健康保険が適用され 1割から 3割は自己負担いただくことが基本となるが、

一定期間は公費支援を継続する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

医療サービス委員会 森田 

 

６月号 

≪基本的感染症対策の考え方≫ 

 

『手洗い換気』 

新型コロナの特徴を踏まえた基本的感

染症対策として有効 

『マスク』 

着用については個人の判断に委ねる。 

ただし、受診時や医療機関・高齢者施設

等を訪問する時、通勤ラッシュ時の電車

やバスに乗車する時などはマスクの着

用を推奨。 

 

※厚生労働省ホームページより 


